
（別紙様式４－２）                                               （特別支援学校用） 
 

（熊本県立ひのくに高等支援）学校 令和２年度（２０２０年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 
生徒一人一人の能力・特性に応じたきめ細かな指導に配慮しながら、生徒の自律的、主体的な態度
を尊重し、社会自立・職業自立のための教育を行う。 

 
 

２ 本年度の重点目標 

（１）キャリアを繋ぐ教育実践：一貫教育と実用的な知識・技能・態度・表現力の育成 

キャリアとは生きる力であり、中学校から本校における一貫教育や段階的、系統的指導へ、

そして社会へと繋いでいく。 

（２）人と繋がる社会生活力育成：地域人としての社会生活能力育成   

ア 自他共に認め合える生徒間の人間関係を育成する。 

 イ お互いの人格を尊重する教職員間の人間関係づくり。 

（３）社会と繋げる進路指導：自己選択、自己決定、自己責任  

    社会のルールやマナーの理解促進と人格者として生きるための素地を育成する。 

（４）５Ｓの視点に基づく学校基盤づくり 

  Simple ＝生徒や保護者、地域にわかりやすい組織 

    Slim   ＝スクラップアンドボトムアップの発想で、スマートな組織と時間配分 

    Steady ＝堅実に、伝統を大切にした揺るぎのない教育 

    Speedy ＝大きな組織ゆえに、コンプライアンスに基づく揺るぎのない判断 

    Safety ＝安心・安全な学校づくり  

 

３ 自己評価総括表 評

価 

 
成果と課題     評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 
大項目 小項目 

 
学校 
経営 
 
 

学校改革
の更なる
推進を図
る 

〇校内及び
関係諸機
関との有
機的連携 

〇進路指導、生
徒指導、相談
支援の各部同
士及び福祉・
医療・施設等
との情報共有
を図る。 

〇校内支援委員会
や外部を含めた
ケース会議を活
性化させ、生徒の
多角的支援を図
りながら、卒業後
も含めた支援体
制を確立する。 

 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 

〇分掌部同士の情報
共有、外部関係機関
との連携等、丁寧に
進めることができ
た。 

△コロナ禍における
外部組織との会議
開催が難しく、書面
交換に置き換わる
ことが多かった。次
年度以降も同様の
場合が想定される
ため、会の持ち方を
さらに工夫する必
要がある。 

業務改善
を推進す
る 

〇業務の平準
化 

 
 
 
 
 
 

〇主任主事が仕
事を依頼しや
すいよう職員
間での共通理
解を図る。 

〇研究部において、
部長は研究開発
校主査、副部長は
自立活動推進主
査とする。 

〇ホームページの
更新を複数職員
で行い負担軽減
すると共に、情報
発信の活性化に
繋げる。 

 
 
 
 
 
 

Ｂ 

〇研究開発校及び自
立活動の２つの研
究推進は、業務分担
と相互協力がスム
ーズであった。 

〇ホームページに学
科の授業風景を定
期的に掲載するな
ど、積極的な取組が
見られた。 

△コロナ禍における
ホームページの果
たす学校PRの重要
性を鑑み、職員全体
で更に意識的に取
り組む必要がある。 



〇ICTの活用 
 

〇授業や休日課
題にICTを活
用し、学力の
充実を図る。 

 
 
〇職員研修の充

実と効率化を
目指す。 

〇学習指導におけ
るタブレットの
活用を進め、個に
応じた指導に繋
げる。 

 
〇ICTを活用し、校

内研修の持ち方
を工夫する。 

 
 
 
 

Ｂ 

△職員のICT活用は定
着してきている。今
後は、生徒が主体的
にICTを活用できる
体制の構築が必要
である。 

〇密を避けるために、
ICTを活用した学校
行事や集会、職員研
修等、大きく進める
ことができた。 

働き方改
革に継続
して取り
組む 

〇勤務時間の
意識付け 

 

〇１週間の時間
外勤務１０時
間未満を目指
す。 

〇１９時までの完
全施錠を定着さ
せる。 

 
 
〇毎週水曜日の定

時退勤を徹底す
る。 

 
 
 
 

Ｂ 

○退勤時間を意識する

ことはできている

が、更なる業務効率

化への工夫を要す

る。 

△水曜日の具体的退勤

時間をアナウンスす

ることが不十分であ

った。 

〇働き方改革
と働きがい改
革の両立 

〇１年間で１０
日以上の年休
取得を推進す
る。 

〇長期休業中の会
議や研修の精選
と日程調整を行
い、連続休暇を取
りやすい環境を
つくる。 

 

 
 
 

Ａ 

〇冬季休業中において

は、職員の業務・研

修の期日設定や日程

の工夫、式の簡素化

等により、多くの職

員が連続して休暇を

取得することができ

た。 

「文科省
研究開発
学校」に 
着手する 
 
 

〇研究重点の
明確化と研
究推進のた
めの機能的
な組織の構
築 

 

〇趣旨や研究主
題について共
通理解を図り
、各組織の役
割分担を明確
化する。 

 
 
 
 
 
〇研究推進上の

課題を焦点化
し、改善に向
けた取組を図
る。 

 

〇研究概要を全教
職員に説明し、重
点を明確にしな
がら進捗状況に
ついて適宜周知
する。 

〇研究組織体制及
び役割の原案を
作成し、各委員会
を定期的に開催
する。 

〇外部委員を招聘
した運営指導委
員会（年３回）及
びプロジェクト
委員会（隔月）の
中で運営上の問
題点を具体的に
検討する。 

 
 
〇１２月に公開授

業及び実践報告
会を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

〇６月の職員研修で
研究の趣旨・目的に
ついて共通理解を
図った。２月には全
職員で進捗状況の
確認を行った。 

〇研究組織及び役割
を明確に示し、各委
員会を定期的に開
催することで校内
体制を確立した。 

〇研究の本格開始が次
年度になり、運営指
導委員会も延期と
なった。小委員会 
（月１回）を開催し
ながら取組に関する
問題点を確認し、プ
ロジェクト委員会に
おいて妥当性を確認
した。 

〇新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め公開授業は見合わ
せたが、１２月には
教育センターの指導
主事を招聘して研究
授業を行った。実践
報告会の代替として
実践集を作成した。 



 
授業の 
充実 
 
 

教育課程
の編成に
ついて検
討を進め
る 

○カリキュラ
ム・マネジ
メントの実
施 

○道徳教育の更
なる充実を図
る。 

○時間を設定した
道徳の授業を月
１回実施してい
くための素地を
作る。 

○教科等検討委員
会（道徳）を実施
し、新学習指導要
領に基づいた指
導内容の共通理
解を図る。 

Ｂ 

○新学習指導要領に
より見直した領域
内容の授業を実施
することができた。 

○職員相互で道徳の
授業を参観する時
間を設けた。 

△体験的で思考する
ための学習の授業
づくりについては、
職員研修等を行い
理解を深める必要
がある。 

I C Tを活
用した授
業の推進
を図る 
 

○情報環境の
整備 

 

○授業準備等の
効率化を図る 

○アクセスポイン
トの購入と設置
を行う。 

 
○LANケーブルの配

線整備を行う。 

Ａ 

○事務部、情報部と連
携し、配置が必要な
箇所の確認を行う
ことができた。 

○職員室のLANケーブ
ル整備、パソコン室
のHUBの配線分けを
行うことができた。 

○ICT活用に
おける職員
の専門性向
上 

○授業における
ICT活用のた
めの職員研修
を実施する。 

○アクセスポイン
ト、ワイヤレスデ
ィスプレイアダ
プタ、ZOOMの利用
方法について職
員研修を実施し、
授業活用に繋げ
る。 

Ｂ 

○情報部と教務部が
連携し、ZOOM研修を
実施した。 

○担当者が、情報に関
する国総研の専門
研修を受講し、今後
に必要な知識を習
得できた。 

△専門研修で受講し
た内容について、今
後、職員研修を実施
し共通理解してい
く必要がある。 

△ICT活用に関して特
定の職員に活用が
偏っていた。今後全
職員が実用できる
ような体験的研修
が必要である。 

授業づく
りに 

必要な専
門性 

の向上を
目指 

す 
 
 

〇専門的知識
や指導技術
等に関する
研修の実施 

 
 
 

〇研究授業及び
授業研究会の
活性化を図り
、授業の構想
、実施につい
て考察する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
〇自立活動及び

教科「数学」
における授業
評価の分析や
授業改善に取
り組む。 

  

〇継続的な授業改

善を目指し、研究

授業及び授業研

究会を年間計画

に位置付ける。 

〇教職員同士の意

見交換を活発に

するため、ワーク

ショップ型の授

業研究会を計画

し実施する。 

〇自立活動の指導

を充実させるた

め、月１回の自立

活動検討小委員

会を開催する。 

〇「数学」教科会を

２週に１回定期

開催し、数学免許

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

〇年間計画に基づき、

各学年１回ずつ「数

学」の研究授業及び

授業研究会を実施

した。 

〇教職員がグループ

毎に「数学」の研究

授業を参観し、授業

展開や指導方法に

ついて活発に意見

交換を行った。 

〇自立活動検討小委

員会を月１回開催

し、授業改善及びア

セスメントツール

の活用を協議した。 

〇２週に１回、各学年

で「数学」教科会を

開催し、数学免許保



保有者の助言を

もとに指導方法

等を検討する。 

有者の助言を得な

がら具体的な指導

方法を検討した。 

 
キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 
 

社会自立
･職業自
立に向け
た基盤づ
くりと、
働くこと
の意味を
知り社会
人に必要
な能力を
高める 

◯仕事の適性
の理解と職
業選択の視
野を拡げる
ための取組 

◯生徒の職業に
対する視野を
広げ、キャリ
ア発達を促す
進路学習を３
年間で系統的
に行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◯職員全体の専
門 性 向 上 を 図
る。 

◯１１月に開催す
る企業人事担当
者に向けた学校
公開の意見交換
会の内容を充実
させる。 

 
 
 
◯外部団体で開催

されている職業
ガイダンスへ積
極的に参加する
（２学年）。 

 
 
 
◯全学年において

専門学科の場面
における職業ア
セスメントを実
施する。 

 
 
 
 
◯特別支援学校進

路・就労支援ガイ
ドブックを活用
し、職員研修を実
施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

△新型コロナウイル
ス感染拡大を受け、
今年度は意見交換
会を実施すること
ができなかった。学
校公開自体は三密
を避けるため、週間
として設定し、実施
できた。 

◯オンライン企業ガ
イダンスに参加す
ることができた。対
面形式による職業
理解の機会を失っ
たため、３月に企業
担当者を招聘し、職
業講話を実施した。 

△１学年では、校内実
習にて実施できた。
２学年、３学年にお
いては、専門学科の
場面で実施するこ
とができず、夏季休
業時期での担任評
価による見直しに
止まった。 

△全体研修は実施で
きなかったため、校
内LANで随時閲覧で
きるようにした。ま
た、学年との定期会
議や現場実習の事
前打ち合わせ資料
として活用した。 

◯一般企業就
労の可能性
を広げるた
めの取組 

◯生徒一人一人
のニーズや適
性に応じた実
習先･就労先
の 拡 充 を 図
る。 

◯外部研修等の受
け入れを積極的
に行い、福祉機関
及 び 企 業 招 聘 
１００社以上を
目指す。 

 
 
 
◯新規事業所開拓

２０社を達成す
る。 

 
 
◯一般企業就労率

９０％以上を達
成する。 

 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

△企業向け学校公開
週間として実施で
きた。しかし、１５
社（２３人）の招聘
に止まった。２月に
は、熊本労働局と協
同で官公庁関係者
を対象とした学校
公開を実施した。 

◯新規企業開拓２３
社（前期実習:１０、
後期実習７、次年度
実習６）を達成し
た。 

◯一般就労率９０%を
達成できた。 

◯アフターケ
アの充実 

◯計画的なアフ
ターケア実践
による卒業生
の定着支援を
行う。 

◯継続３年定着率
８０％ （１５期
生）、継続１年定
着率９０％(１７
期生)を目指す。 

 
 
 
Ｂ 

△１５期生について
は、継続３年定着率
８２％を達成でき
たが、１７期生につ
いては、離職者が６
人となり、８割強の
定着に止まった。う
ち３人の再就職支



援を行っている。 

 
生徒 
(生活) 
指導 
 

社会のル
ールやマ
ナーの理
解促進を
重視し、
卒業後の
社会自立
につなが
る生徒指
導を実践
する 

○事件・事故
を未然に防
ぐ力の育成 

 

○生徒指導講話
などでより具
体的な視覚教
材を用い、問
題行動への発
展を未然に防
ぐ。 

○職員朝会での生
徒の情報交換を
積極的に行い、教
員同士で生徒の
異変や気づきを
共有する。 

 
 
 
 
Ｂ 

○職員朝会や臨時の
職員会議での生徒
の情報交換は適宜
行うことができた。
ただし、生徒向け講
話では密を避ける
ために学年ごとに
実施したため、話者
により熱量が違う
と指摘を受けた。 

○自転車通学
生の事故防
止及び登下
校時の生徒
の安全確保 

〇交通ルールや
マナーを守る
態度を養い、
事故の未然防
止及び事故・
不審者への対
応の理解定着
を図る。 

〇個にあわせた指
導の充実のため
に、一人一人の交
通安全意識を把
握し、適宜、体験
や講話を通した
指導を行う。 

〇事故・不審者への
具体的対応を学
年ごとに実践す
る。 

 
 
 
 
Ｂ 

△交通事故件数は２
件であり、そのうち
１件は加害側であ
った。年度初めの休
校明けすぐの出来
事で十分な交通講
習ができていなか
った。その反省も踏
まえ、すぐに個別の
自転車安全講習や
事故後の対応ロー
ルプレイを丁寧に
実施した。 

○携帯電話や
スマートフ
ォン等の使
用マナー・ル
ール遵守の
育成 

○生徒の携帯電
話やスマート
フォンの具体
的使用例を把
握し、生徒保
護者へ情報を
還元すること
で家庭内ルー
ルの徹底を図
る。 

○生徒会執行部の
定期的な啓発運
動に加え、生活情
報の授業と連携
したルール遵守
の啓発を行う。 

 
 
 
 
 
Ｂ 

△外部の人物と交流
したために個人情
報が流出していた
生徒がいた。スマホ
ルールを啓発する
活動が制限されて
いたため生徒達の
意識向上にしっか
りとつながってい
ない現状がある。現
在改善のための取
組を模索している。 

 
 
人権教
育の推
進 
 

人権教育

の視点に

よる実践

を す す

め、人権

感覚の醸

成を図る 

○生徒の実態

に即した人

権学習の編

成と実施 

〇身近なところ

や地域におけ

る人権問題に

関心を持つた

めの教育実践

に取り組む。 

〇人権教育の視

点による実践

をすすめ、人

権感覚の醸成

を図る。 

○自己理解と自己

受容を進める活

動を行う。 

 

 

 

〇他者の多様性を

認める活動など

を含めた授業を

工夫し、展開す

る。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

○コロナ感染症対策

で、人権学習や人権

集会といった全校的

取組を学年単位で実

施し、当初の目的は

果たした。 

△人権集会に関しては

やや関心の盛り上が

りに欠けた。 

命を大切

にする心

を育む 

○自他の生命

や尊厳を尊

重する意識

の高揚 

○自他の生命や

尊厳を多面的

かつ実感的に

とらえるため

の教育実践を

実施する。 

○身近な人権につ

いて学習すると

ともに、人権集会

その他の機会を

通して、かけがえ

のない自他の生

命の大切さを伝

える。 

 

 

 

Ｂ 

○人権集会（学年単位）

で標語作成の趣旨を

説明し、生命の尊厳

や仲間の大切さを謳

う標語が一定数作成

された。 

 
いじめ

いじめの
未然防止

○保護者・教
職員との共

○いじめの定義
の教職員間共

○年３回のアンケ
ートだけでなく、

 
 

○２件をいじめと認
定し、丁寧な指導を



の防止
等 
 

といじめ
を絶対に
起こさせ
ない体制
を作る 

通理解、外部
専門機関と
の連携 
 

通理解を図り
ながら、いじ
め防止対策委
員会と基本方
針を生徒保護
者に啓発する
。 

教職員の見守り
から出てきた案
件も丁寧に検証
し、いじめの早期
発見に努める。 

 
 
 
Ａ 

続けている。例年に
比べて件数は非常
に少ないが、SNSな
ど目に見えないと
ころでのいじめは
起きている可能性
が高いので、全職員
で意識的にいじめ
を発見する努力を
続けている。 

○いじめ防止
に向けた計
画的な学習 

○具体的ないじ
めの事例を示
し、身近な問
題として捉え
させる。全校
集会や生徒総
会において、
いじめ防止に
関する呼びか
けを行う。 

○全校集会におい
て、生徒会が主体
となったいじめ
防止の啓発を行
う。 

 
 
〇職員研修での実

践的な事例研究
を行う。 

 
 
 
 
Ａ 

○全学年の生活情報
の授業の中で具体
的ないじめ事例を
取り上げ、意見交換
や要点確認をする
授業を２回実施し
た。 

○「事情聴取のポイン
ト」をおさえる職員
研修を実施した。 

 
地域 
支援 
 

地域にお
けるセン
ター的機
能の充実
と専門性
の向上を
図る 

○巡回相談の
充実 

 

○巡回相談で個
々のニーズに
応じた対応を
行 う と と も
に、ユニバー
サルデザイン
の環境づくり
や校内支援体
制が機能する
ようにする。 

○教育相談におけ
るミーティング
の視覚化、共有化
を行い、具体的な
行動レベルでの
支援を提案する。 

〇支援の評価を実
施し、ＰＤＣＡサ
イクルの機能化、
適切化を行う。 

 
 
 
 
 

Ａ 

〇巡回相談では、子ど
もとのかかわりの
スタンスを基本に、
実行可能なレベル
で具体的な支援内
容の提案ができた。 

〇子どもの情報共有
のため「シェアシー
ト」の様式を作成し
た。支援エリア内の
就学前、小・中学校、
高等学校へ配付し、
引き継ぎ等で活用、
推進を図った。 

○高等学校に
おける特別
支援教育の
推進 

○高等学校にお
ける通級によ
る指導のサポ
ートと、高等
学校への継続
的な支援を行
う。 

○継続的な巡回相
談を実施し、自立
活動の授業検討、
教育相談、生徒面
談、ケース会等に
おいて、具体的な
支援を提案する。 

 
 
 
 

Ａ 

〇高校通級では、実態
把握から指導目標
や内容の設定と授
業内容の評価、改善
を行い、通級担当者
のスキルアップを
図ることができた。
巡回相談では、本人
や保護者との教育
相談、ケース会を実
施し、継続的な対応
ができた。 

 
教育相
談 
 
 

校内にお
ける教育
相談の充
実を図る 
 

○日常的な教
育相談の実
施 

○生徒の相談力
向上を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○日常的な教育相
談、ハートフル相
談等の機会を増
やすとともに、校
内研修等を実施
して職員の相談
スキルの向上を
図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

○日常的な場面やハ
ートほっとウィー
ク（教育相談週間）
等の中で、生徒から
職員に自ら相談し
たケースが複数件
あった。 

△１年生は、友達や教
師との関係ができ
る前に休校になっ
たため、自ら相談す
ることが難しかっ
た。（夏休み前） 

○日常的に担任や学
年において必要に
応じた教育相談を



 
○アンケートを

実施し、生徒
の心身の状況
把握をするよ
うにする。 

 
 
○生徒の心身の状

況に気づく契機
として、年間４回
のアンケートを
行う。 

実施することがで
きた。 

○年度当初（４月）と
休校明け（５月）に
ストレスチェック
シートによるアン
ケート、地震・新型
コロナ感染症に係
るケア調査（６月・
１０月）の計４回実
施した。結果を受け
て教育相談等につ
なげることができ
た。 

 
地域連
携(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ
など) 
 

総合型コ
ミュニテ
ィ・スク
ールの充
実・発展
を図る 

〇学校、保護

者、地域、

施設、福祉

等による協

働的学校づ

くり 

〇学校と地域が

共に生徒を見

守り、社会自

立に繋げてい

く基盤づくり

を行う。 

〇７月の学校運営

協議会で、現状と

課題の共有を行

う。 

〇学校行事を通し

て、運営協議委員

への意見聴取を

複数回行う。 

〇２月の学校運営

協議会にて学校

評価を行い、次年

度への提言とす

る。 

 

 

 

 

Ｂ 

〇本校の現状と課題を

共有し、委員の方々

から有益な提言をい

ただくことができ

た。 

△コロナ禍における学

校行事中止、縮小が

連続し、委員の方々

の意見聴取ができな

かった。次年度は行

事への参加方法や情

報発信の仕方に工夫

を要する。 

防災型コ
ミュニテ
ィ・スク
ールに関
する取組
の充実を
図る 
 
 

〇災害発生時
における学
校と地域が
一体となっ
た連携体制
の構築 

 
 

〇防災訓練を計
画的に実施し
ながら市役所
や消防署など
関係機関との
連携方法や即
時対応につい
て確認する。 

〇緊急時対応マニ

ュアルに基づい

た訓練を実施し、

評価・改善につい

て共通理解の場

を設ける。 

 

 

 

〇防災意識及び知

識の向上を目指

し、職員研修とし

て合志市の総合

防災訓練等に参

加する。 

 

〇隣接する菊池支

援学校と合同避

難訓練（１１月）

を実施し、両校に

よる避難所運営

について検討を

行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

〇消防署の助言を得な

がら、緊急時対応マ

ニュアルに基づいた

火災と地震の避難訓

練を年３回実施し

た。訓練後は評価・

改善について文書を

作成し、共通理解を

図った。 

〇今年度は総合防災訓

練が縮小され、職員

研修としての参加

ができなかったが、

合志市と福祉避難

所の協定締結を進

めている。 

△避難方法や避難所

としての活用につ

いて両校の担当者

が検討を重ねたが、

新型コロナウイル

ス感染防止を踏ま

え、合同避難訓練に

ついては各校での

実施となった。 

〇実践的・体
系的な防災
教育の推進 

〇主体的な判断
と行動の育成
を目指し、生

〇学習指導要領か

ら防災教育に関

 

 

△学習指導要領の中の

防災に関する記述は



徒の実態に応
じた防災教育
を実践し、家
庭及び地域に
取組の周知を
図る。 

わる指導内容を

抽出し、整理する

ことで指導計画

を作成する。 

〇避難訓練や各教

科等（生活経営・

生活社会・生活情

報）を通して、命

を守る自助・共助

の力を高める授

業を実施する。 

〇防災教育として

取り組んだ内容

をホームページ

等に掲載し、地域

と共有化を図る。 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

抽出できたが、指導

内容については各教

科に内包したままと

なり、防災の指導計

画として整理ができ

なかった。 

〇自助・共助の力を高

めるため、災害備蓄

品、防災情報の収集

等について授業実践

を積み重ねた。 

〇防災としての取組を

学校ホームページに

掲載することで家庭

や地域とともに学習

成果を共有できた。 

 
健康 
安全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康の保
持・増進
を図る 

○生徒の体力
向上と運動
やスポーツ
に関わる意
識の向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇卒業後の職業
生活、または
生涯スポーツ
に積極的に関
わることので
きる高い意識
と体力の育成
を図る。 

 
〇｢する・見る・

支える｣とい
ったスポーツ
に積極的に関
わる態度の育
成を図る。 

 
 
 
 
 
 
 

〇体育の授業にお
いて様々な課題
に主体的に取り
組めるような内
容を選択し、技能
の向上を図る。 

〇個人生活や社会
生活で健康や安
全について理解
を深め実践でき
るような力を育
成する。 

〇新体力テスト（今
年度１回）を実施
し、生徒自身が結
果を記入して成
果や課題を把握
することができ、
運動能力向上へ
の意欲を喚起す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇『オリンピック・

パラリンピック
講師派遣事業』に
おいて、オリンピ
アン・パラリンピ
アンとの交流を
通じて、自らスポ
ーツに取り組む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 

△各地域での活動や
主要な大会などが
中止となり、生徒た
ちの活動が制限さ
れ、モチベーション
やパフォーマンス
を維持していくこ
とが難しかった。し
かし、限られた時間
や活動制限の中で
も工夫を重ねた活
動ができた。 

△新型コロナ感染症
による休校により、
新体力テストが実
施できなかった種
目もあった。また、
休校による体力低
下の状況が随所で
見られ、通信教材等
での授業代替の難
しさを感じた。担当
者間で意見を出し
合い、より効果が高
い実践ができるよ
う、更なる検討が必
要である。 

〇様々な制約がある
中で、安全で効果的
な授業について、担
当者で意見を出し
合い、生徒の健康や
安全に向けての意
識を高める活動に
繋げることができ
た。 

〇『オリンピック・パ
ラリンピック講師
派遣事業』において
は、当初の予定と違
い、ＤＶＤでの講演
実施となったが、生
徒たちの関心の高
まりを感じられる



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事への意欲を高
められるように
する。 

〇事前学習を通じ
て、国際スポーツ
大会等の情報を
提供し、関心を高
められるように
する。 

意見を聞くことが
できた。地元のオリ
ンピアンとの交流
に向けても、本校と
して前に進めるこ
とができた。 

○性教育の充
実、薬物乱用
防止教育、禁
煙教育の充
実 
 
 
 

○今日の男女交
際における望
まない妊娠や
性感染症、デ
ートＤＶなど
の正しい知識
を身につけ、
相互の信頼関
係や、より良
い人間関係を
築く能力や態
度を養う。 

○｢薬物乱用」の
心身への影響
・社会的影響
を学習する。 

○喫煙・飲酒等
の健康への影
響、がんとの
関連を学習す
る。 

○生徒の性に関す
る実態の調査を
行い、ニーズに応
じた授業を展開
できるようにす
る。 

○３年目になる「女
子生徒セミナー」
を継続する。 

 
〇外部講師を招聘
し、「薬物乱用セミ
ナー」を開催する。 
 
○喫煙・飲酒・生活

習慣病など、がん
教育と合わせて
各学年１回ずつ
実施する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

△１年生保護者には
「性に関する」アン
ケートを実施でき
たが、生徒にはでき
ていない。今年度内
には実施をする。 

〇夏休み前に各学年
とも１回目を実施
した。年度内に２回
目を実施する。 

△今年度開催できて
いないが、「薬物乱
用防止」のパンフレ
ットを配付した。 

〇喫煙・飲酒・生活習
慣病・がん教育を 
「保健体育」の授業
で実施できた。 

○新型コロナ
ウイルス感
染症予防対
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○日常の健康観
察の徹底を図
る。 

 
 
 
○感染症の予防
をする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○登校前・登校後の
検温、健康チェッ
クを実施する。 

○体調不良の早期
発見、早期受診に
努める。 

○エアコン使用時
の換気、教育活動
全般における３
密予防、校内消毒
等を徹底する。 

〇保健室とは別に
静養室を設け、発
熱等疑いのある
生徒は隔離体制
を取る。 

〇給食の食堂利用
を中止し、各教室
で摂取する。 

 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

〇登校前・登校後の検
温、健康チェックを
実施した。平熱が高
かったり、熱こもり
等で高く出たりす
る生徒は、保健室や
別室にて様子観察
しながら対応した。 

〇サーキュレーター
を購入し、適切な換
気に努めた。 

〇衛生面等を考慮し、
密にならないよう
座席を工夫し、7月
20日から食堂にて
摂取できた。12月よ
りパーテンション
を使用し、より高い
安全性の確保に努
めた。 

○生徒の自己
健康管理能
力の向上 

○ケガや体調不
良時の対処能
力の向上を目
指す。 

 

○来室した生徒に
対して適宜保健
指導を行い、自分
で対処する能力
を育てる。 

 
 

 
 
 
Ａ 

〇１０月のＪＴ開始
で外科症状が増加
した。生徒と一緒に
原因を考えるとと
もに、症状が長引か
ないように病院受
診等を勧めた。 

○食に関する
指導の充実 

 
 
 
 

○各教科との連
携を図り食育
の推進を図る
。 

 
 

○給食を生きた教
材として活用し、
食に関する指導
を行う。また、園
芸科で育てた野
菜の活用をする。 

 
 
 
 
 
 

〇６月に園芸科で育
てた野菜を給食で
使用し、食育だより
で紹介することが
できた。 

〇新型コロナウイル



 ○衛生管理を行
い、食中毒等
の予防をする
。 

 
○食育だよりや

保健委員会の
活動の中で食
に関する指導
を行う。 

○食中毒等の予防
のために、配膳、
片付け等の指導
を行う。 

○給食だより（月１
回発行）や保健委
員会の活動を通
して食に関する
情報提供を行う。 

 
Ａ 

ス感染症対策とし
て、パーテンション
を使用した。配膳・
片付けの指導に加
え、パーテンション
消毒の指導も実施
できた。 

〇保健委員会の活動
で「九州の郷土料理
」を調べ、給食の献
立として提供した。
生徒の主体的食育
実践ができた。 

○安全な
学校環
境づく
りの推
進に取
り組む 

○校舎内外の
環境整備の
推進 

 
 
 
 
 

○月に１回各学
年による清掃
活動（愛校タ
イム）、職員
による清掃活
動（職員愛校
タイム）を実
施し、明るく
整然とした学
校環境づくり
に取り組む。 

○愛校タイムや日
々の除草活動に
おいて、活動時期
や場所等を生活
委員会や各学年
と連携が取れる
よう分掌部会で
確認し合い、効率
的かつ効果的に
取り組めるよう
計画する。 

 
 
 
 
 

Ｂ 

○各学年愛校、職員愛
校ともに委員会や
各学年と連携し取
り組むことができ
た。 

○生徒の中には朝の
始業前に校舎周り
の清掃を自主的に
行っているものも
おり、生徒の主体的
な環境に対する意
識向上が見られた。 

△学校評価では昨年
に比べ生徒、保護
者、職員いずれもポ
イントが下がった。 

 ○環境教育の
充実 

○日頃の掃除や
愛校タイムで
の清掃活動に
対して振り返
りを行い、生
徒の美化に関
する意識を高
める。 

○前期には美化意
識アンケートを
行い、後期には日
頃の清掃活動を
チェックする美
化コンクールに
加え、年度末にも
う一度美化意識
アンケートを行
い、美化に関する
振り返りと意識
の変容を考察す
る。 

 
 
 
 

Ａ 
 
 

○年度初めの休校の
ため前期の美化意
識アンケートを実
施できず、１回目を
１１月に行った。集
計、考察を行う中
で、環境美化、省エ
ネに対する生徒た
ちの意識は高いこ
とが伺えた。特に節
電、トイレの使い
方、整理整頓の項目
で高い意識を持つ
ことがわかった。 

 

４ 学校関係者評価 
 主に、コロナ禍における学校危機管理や進路保障、社会の潮流に応じた学校の在り方などについ 
て評価・御意見をいただいた。 
（１）コロナ禍で行事が中止・縮小となり、学校に足を運ぶ機会が減ってしまい残念であった。し 

かし、学校の報告から、生徒たちが制限のある生活の中においても活き活きと教育活動に励み、 
就労率もキープしていることは評価できる。福祉関係も大幅にコロナの影響を受けた。進路定 
着に課題を残しているが、今年はこちらについてもコロナの影響があると思える。アフターフ 
ォローについては、更に福祉との連携を重視してもらい協力し合っていきたい。 

（２）就労率が安定している現在、今後は「進路保障」から前進して「希望進路保障」を意識して 
いくことが大切だと考える。何より大切なのは教職員の意識であり、先生方が無理だとあきら 
めたらその時点で生徒の伸びしろを奪ってしまう。先生方が生徒の可能性を信じて、生徒の力 
を伸長し挑戦していくことが希望進路達成に繋がると思う。あきらめずにチャレンジしてほし 
い。 

（３）コロナ禍で大変な中、職場開拓や現場実習の実施は多くの御苦労があったと思う。キャリア 
教育充実のためには、「百聞は一見にしかず」で実際に体験することが大切である。中学校で 
は職場体験ができなかったために「職場講話」を実施した。新しい試みは大変でもあったが逆 
にチャンスとなった。今後はキャリアパスポートの活用が重要になってくると考えている。合 
志市教育委員会で作成しているものを、ひのくにでも役立ててほしい。 



（４）知的障がい教育は、以前、水増し教育だと言われていた。戦後、通常の教育が難しいから下 
学年の授業を行うようになり、経験を重視した各教科等を合わせた指導になった。そして今、
教科指導へ、教科の視点を重視した学習指導へと変化している。その流れが文部科学省研究開
発校の研究へと繋がっている。新たな教育の価値観と発信が重要である。 

（５）ひのくにも開校から２０年経過して多くの企業と繋がりがあり、それを大切にしていると思 
  う。その反面、繋がりが切れないように「どうにか〇〇企業に就労させなければ」と無理をす 

る面も出てくるのではないか。繋がりがあるから就職させなければならないではなく、あくま 
でも主役は生徒たちであることを念頭に置いて、先生方と保護者が連携しながら導いていって
ほしい。 
 新校にはサービスや福祉分野があり、そこに魅力を感じている子どもたちがいる。社会のニ
ーズを捉え、ひのくにも今後は専門学科の改編も考えていく時期だと思う。 
 これまでの踏襲では対応できない時代である。ＢＣＰ（Business Continue Plan）を、学校
ではＳＣＰ（School Continue Plan）に置き換えて、今後は立案していく必要がある。持続可
能な多様性を求められる時代であり、社会であることを意識した学校の在り方を模索していか
なければならない。 

 

５ 総合評価 
 未曾有のコロナ禍における学校教育は、これまでとは違う角度から「生徒の生命と人権を守る」 
ということに焦点を当てた１年であった。そして、新しい生活様式を定着させながらこれまで以上 
の学習保障をするために、様々な工夫ある取組が必要となった。教職員にとっても大変な１年であ 
ったが、教育活動への意識向上を図る大きなチャンスの年にもなり意義ある年であった。 
また、教育活動全般を通して何事においても学校組織として対応することを念頭に置き、保護者 

や地域、医療や福祉といった関係機関と連携を図りながら、本年度の重点目標達成に着実に取り組
むことはこれまで同様に継続できた。 
（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止のために学校生活、寄宿舎生活全般において様々に工夫

を凝らした。特に感染リスクの高い食事場面の安全策のために、食堂の座席配置、テーブル上
のパーティション設置等、試行錯誤しながらも安全な環境を整えることができた。 

（２）本校の大きなミッションである進路保障については、現場実習の在り方や時期、回数等を企
業と十分打合せながら、企業側も安心して実習受入をしていただけるような取組ができた。そ
の結果、昨年同様に一般企業就労率が９０％を超え、生徒の社会自立への道を拓くことに繋が
った。 

（３）「文部科学省研究開発校」指定を受け、着手した。コロナの影響で今年度は名目実施となっ
たが、実力テストの実施と分析、校内における研究授業及び授業研究会、近隣小学校への算数
授業参観と授業研究会参加、隈府小学校の渕上教諭による本校数学授業の参観及び助言指導、
教育センターのスクールサポート事業活用等、これまで十分とは言えなかった教科指導研究に
切り込むことができた。そのことにより、教職員が授業力向上の必要性を痛感し、研修会や勉
強会を自主的に行うようになった。また、数学のみならず国語についても研究授業や勉強会を
行い、数学と国語を両輪とした教科指導研究を推進していく素地ができた。 

（４）不適切な指導の再発防止に向け、特別支援教育スーパーコーディネーター等を活用した職員
全体研修、特別支援教育経験の浅い教職員向けの基礎講座研修、人権振り返りチェック表の活
用等、本校教職員の実態に応じた取組を実施することができた。 

（５）いじめ防止については重要課題の一つととらえ、これまで以上に職員研修を重ね、「いじめ
を見逃さない、許さない」ことはもとより、いじめの原因を分析し、未然防止を意識した取組
を推進できた。 

（６）コロナ禍における学習保障のために、動画による学習教材配信を進めることができた。校内
における密を回避するためにリモートによる集会や講演会にも積極的に取り組むことができ
た。そのことが、職員のＩＣＴ活用力の向上にも繋がった。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 
（１）引き続き新しい生活様式を取り入れた上での「安心安全な学校づくり」と、「生徒の生命と 
  人権を守る」ことに主眼を置いた学校教育を目指す。コロナ禍においても、生徒の学習保障・ 

進路保障が滞りなくできるような教育活動を継続していく。 
（２）進路保障において、一般企業就労率の向上のみに縛られることなく、「生徒ファースト」に

こだわりながら、生徒の希望を十分に反映させた就労を目指し、就労定着率アップも図ってい
く。 

（３）「文部科学省研究開発校」においては、次年度から本格実施となる。研究のための研究では
なく、本校生のみならず新たに設置される高等支援学校や他の知的障害教育校の生徒の方々に
も活かせるような実践に取り組み、定期的な発信も行っていく。そのためにも、本校職員のさ
らなる教科指導力向上及び専門性向上に努めていく。 

（４）不適切な指導の再発防止やいじめ未然防止により生徒の人権を守る。また、同様に職員のハ
ラスメント防止に努めていく。そのためには、教職員の人権意識向上、風通しのよい組織、声
を掛け合える職場環境等、「人づくり」を中心に据えた教職員組織を再構築していく。 



（５）学校創立から２０年を経た今、県内における高等支援学校の増加や社会のニーズを鑑み、教
育課程の見直し等によるカリキュラム・マネジメントを推進していく。 

（６）生徒一人一台のタブレット所有に伴いＩＣＴ教育を進めながら、新学習指導要領に則った「主
体的・対話的で深い学び」に繋げていく。新しい時代に生きる生徒たちの未来を切り拓くため
の総合的で先進的な教育活動に取り組んでいく。 

 


